
　 　　　　　基本方針の策定、　　 　状況報告

　 　　　　　必要な措置

　 　　　　　具体策の策定 　状況報告

報告

報告

九州国際大学における公的研究費の不正使用防止に関する責任体制

　（九州国際大学公的研究費の管理・監査に関する規程に基づく）

内部監査（第１５条）

（監査室）

研究者等

教

育

・具体策の実施、コンプライアンス教育の実施、受講状況の管理 監督
・モニタリング・改善指導、状況報告

管財室
地域連携セン
ター事務室

発注業務

検収業務

・相談窓口（第8条）

・不正使用防止計画推

進（第６条の２）

事務処理の担当部署等（第９条）

＜物品購入のチェック体制＞

調査委員会（第25条）
調査を実施することを決定した
ときは、速やかに、調査委員会
を設置する。

牽
制

相
談

監査

告発の受付窓口（第16条）

（大学総務室）

告発者

告
発

大学総務室

コンプライアンス推進責任者（学部長及び大学総務室長）
（第６条）

最高管理責任者（学長）
（第４条）

統括管理責任者（副学長及び大学事務局長）
（第５条）


